

奈良県介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者
業務管理体制確認検査実施要綱

第１　目的
この要綱は、知事が、介護保険法（平成９年法律第１２３号。）第１１５条の３３、第１１５条の３４の規定及び「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」（令和６年４月４日付け老発０４０４第３号老健局長通知。）に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、平成18 年旧介護保険法第48 条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５１条の３、第５１条の４、第５１条の３２及び第５１条の３３の規定並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２７、第２１条の５の２８、第２４条の３９及び第２４条の４０の規定及び「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査方針」（平成２７年３月１３日障発０３１３第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者（以下「障害福祉サービス事業者」という。）に対して行う業務管理体制の整備に関する確認検査（以下「検査」という。）について基本的事項を定めることにより、その的確かつ効果的な実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

第２　検査方針
検査は、介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者（以下「介護サービス事業者等」という。）の規模並びに法人種別等に応じた適切な業務管理体制の整備状況を、そのプロセス・チェック（方針の策定、内部規定及び組織体制の整備並びに評価及び改善活動の一連の過程が適切に行われ、これが有効に機能しているかを確認する行為をいう。）に重点を置いて的確に検証し、問題点が確認された場合においては、その問題点に対する介護サービス事業者等の認識を確認し、介護サービス事業者等が自ら業務管理体制の改善を図り法令遵守に取り組むよう意識付けするとともに、事実関係の的確な把握を前提に、必要に応じて行政上の措置を行うことを方針とする。
また、検査の実施に当たっては、指定事業所等の指定権限を有する市町村の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

第３　検査対象
検査は、介護保険法第１１５条の３２第２項、障害者総合支援法第５１条の２第２項、第５１条の３１第２項及び児童福祉法第２１条の５の２６の規定により、奈良県知事に対し、業務管理体制の整備に関する事項の届出を行った介護サービス事業者等（介護保険法第１１５条の３２条第４項、障害者総合支援法第５１条の２第４項、第５１条の３１第４項及び児童福祉法第２１条の５の２６第４項の規定による届出を行った介護サービス事業者等を除く。）を対象とする。

第４　検査等
１　検査
（１）一般検査
業務管理体制の届出内容を確認するため、次により実施するものとする。
ア　報告の徴収等
（ア）書面検査
届出事項の内容及び運用状況について、書類等の提出により報告を求め確認する。
（イ）改善報告書の提出等
（ア）の書面検査による報告内容に不備が認められた場合又は内容が不明瞭な場合には、原則として、当該介護サービス事業者等又は当該介護サービス事業者等の従業者に出頭を求め運用状況を聴取し、状況に応じ、改善を求める（改善報告書の提出）。
（ウ）実地検査
（ア）、（イ）については、その順序に拘わらず、「奈良県介護保険施設等指導実施要綱」及び「奈良県指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱」に基づく運営指導時等に書類等の提示を求め実施しても差し支えない。
イ　事業者本部等への立入検査
ア（イ）において改善が見込まれない場合には、当該介護サービス事業者等本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証する。
（２）特別検査
指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証するものとする。
　また、指定事業所等の指定等取消処分に至った事案に限らず、効力停止処分の事案や利用者の生命または身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合も、当該事業所等の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況の検証を行うものとする。
　ただし、障害福祉サービス事業者については指定事業所等の指定等取消処分に至った事案に限る。以下、同様とする。
２　検査等実施方法
（１）実施計画及び検査対象の選定
ア　一般検査
検査対象介護サービス事業者等について毎年度当初に実施計画を策定するとともに、当該検査対象介護サービス事業者等の指定事業所等の指定権限を有する市町村に情報提供し、必要に応じて調整を図る。
イ　特別検査
指定事業所等の指定等取消処分に至った事案に限らず、効力停止処分の事案や利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した介護サービス事業者等を対象とする。
（２）実施通知
検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者等に対し、実施時期、検査担当者の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。
ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りでない（通知していない場合は、立入時に速やかに告知する。）。
（３）検査方法
検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」及び「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査方針」を踏まえ実施するものとする。
（４）報告
ア　検査担当職員は、検査終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成のうえ、福祉保険部長に対し報告するものとする。
イ　立入検査の場合は、アによるほか、関係部署の責任者（関係課長等）で構成した検査会議に報告するものとする。
（５）検査会議
検査会議では、上記（４）イで報告された内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。
３　行政上の措置等
（１）　検査の結果、以下の行政上の措置をとる場合は、介護サービス事業者等に対し、文書で通知するものとする。
ア　勧告
厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者等に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
なお、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
イ　命令
勧告を受けた介護サービス事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合、行政手続法（平成５年法律第88 号）第13 条第１項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行なわなければならない。ただし、同条第２項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
（２）　（１）の行政上の措置に係る対応については、期限（対応に要する時間を考慮し、適宜設定）を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。
（３）　介護サービス事業者等が上記（１）イの命令に違反したときは、文書で関係中核市の長及び関係市町村長に通知するものとする。
（４）　中核市の長及び市町村長の求めに応じて立入検査を実施した場合の結果は、求めのあった中核市の長及び市町村長に文書で通知するものとする。
なお、指定事業所等の指定等取消が行われた不正事案への介護サービス事業者等の組織的関与の有無を検証した場合は、その結果を当該事業者が運営する他の指定事業所等の指定権者である中核市の長及び市町村長に対しても文書で通知するものとする。
４　その他留意点
（１）　上記１（１）の一般検査において、介護サービス事業者等が行政上の措置（命令）に違反したときは、当該介護サービス事業者等の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。
ただし、介護サービス事業者等本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合には、この限りでない。
（２）　検査実施方法については、指定事業所等の指定権限を有する中核市の長及び市町村の指導監督部局と連携し命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

第５　その他
この要綱に定めるもののほか、検査等の実施に関して必要な事項は、別に定める。


　　　附　則
  　この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。
平成２８年９月１日一部改正。
平成３０年５月９日一部改正。
令和２年６月１１日一部改正。
令和６年３月３１日一部改正。
令和７年４月１日一部改正。

